
契  約  書（案） 

 

 

件   名  ＧＰＵサーバー調達業務 一式 

 

契約金額   金       円(うち消費税額及び地方消費税額     円)  

 

委託者 国立大学法人一橋大学長 中野 聡（以下「甲」という。）と受託者 ○

○○○○○○○ ○○○○（以下「乙」という。）は、以下の内容のとおり契約を

締結する。 

 

第１条 乙は、甲との連絡・協議を綿密に行い、仕様書に従って、甲の目的に沿う

よう関係法令を遵守し、信義に従い誠実に業務を遂行するものとする。 

第２条 納入場所は、国立大学法人一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科

とする。 

第３条 納入期限は、令和６年１月３１日とする。 

第４条 乙は、物品納入完了後、納品書を国立大学法人一橋大学財務部経理課に提

出し、検査を受けるものとする。 

第５条 代金の請求書は、第４条の検査合格後、国立大学法人一橋大学財務部経理

課へ提出するものとする。 

第６条 代金は、乙から提出される完了報告書を基に検査完了後、適切な請求書を

受理した日の属する月の翌月末日までに、国立大学法人一橋大学財務部経理課か

ら支払うものとする。 

第７条 乙は、甲の求めがあった場合には、業務状況を報告するものとする。 

第８条 乙は、本業務遂行上必要な機器、消耗品等の費用を負担する。但し、甲と

乙協議のうえ、別に定めた場合はこの限りではない。 

第９条 乙は、この業務に従事する業務従事者の身元、衛生、風紀、及び規律の維

持に一切の責任を負い、甲が適当でないと認めた業務従事者は、従事させないも

のとする。 

第１０条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に

基づく自己の地位・権利・義務を、第三者に承継・譲渡・引受けさせてはならな

いものとする。 

第１１条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただ

し、甲から事前の承諾を得た場合は、乙は、本件業務を再委託することができる。 

第１２条 乙は、本委託業務遂行のため相手方より提供を受けた情報は、秘密情報

及び個人情報（以下、「秘密情報等」という）とし、第三者に開示又は漏洩して

はならない。 

２ 秘密情報とは、甲が乙に対して提供する情報及び本件業務に関して乙が知る

ことになった営業上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず、甲の一

切の秘密情報をいう。但し、以下の各号の一に該当する情報であって、乙が明



確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。 

一 乙が受領したとき、すでに乙が正当に保持していた情報 

二 乙が受領したとき、すでに公知であった情報 

三 乙が受領した後、乙の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報 

四 乙が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報 

五 乙が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 

六 甲が書面により事前に承諾した情報（但し、当該書面によって特定されて

いる情報に限る。） 

 ３ 個人情報とは、甲が乙に対して提供する情報及び本件業務に関して乙が知る

ことになった情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 

氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により

特定の個人を識別できるもの（当該情報だけでは識別ができない場合であって

も、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別する

ことができることとなるものを含む。）並びに、法令によって「個人情報」と

しての規制あるいは保護を受ける情報をいう。 

第１３条 乙は、善良な管理者の注意をもって秘密情報等を管理し、秘密情報等を

保護するために、乙自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置を

はじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての

段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合

理的な 予防措置を実施しなければならない。 

２ 甲は、乙による秘密情報等の安全管理が図られることを確保するため、必要

に応じて、乙に秘密情報等の管理状況の報告を求め又は自ら調査することがで

きるものとし、改善が必要であると判断した場合には、その旨を乙に指示する

ことができるものとする。 

第１４条 乙は、以下の各号の一に該当する事由が生じた場合は、甲の指示に従い、

秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記憶媒体等の有体

物（秘密情報等がコピーされた有体物を含む）の一切を直ちに甲に返還し、ある

いは、記憶媒体の一切から消去するものとする。 

一 時期ないし理由の如何に拘らず甲の要請があったとき 

二 本件業務が履行不能となったとき 

三  その他乙が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき 

２ 乙は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、方法の如何を問

わず、復元ないし再生してはならない。 

第１５条 乙が管理する秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、

改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて乙が負担する。 

 ２ 前項の場合、乙は、直ちに当該事故の詳細について甲に状況を報告し、損害

の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するた

めのあらゆる合理的な措置をとるものとする。また、甲からの指示がある場合

には当該指示に従った措置をとるものとする。 

第１６条 乙は、本契約の違反、事故、その他乙の責めに帰すべき事由によって、



第三者に損害が生じ、あるいは第三者からのクレームが生じた場合には、乙の責

任及び負担において、損害の賠償及び適切なクレームへの対処を行うものとし、

甲に対しては一切の損害を及ぼさないものとする。 

２ 乙は、本契約の違反、事故、その他乙の責めに帰すべき事由によって、甲に

損害を及ぼした場合には、甲に対し、本業務の対価相当額を上限として、その

直接かつ通常の損害（予見可能性の有無を問わず、特別損害及び逸失利益を含

まない。）を賠償するものとする。 

第１７条 乙は、この業務において、乙の従事者が、負傷その他の事故を被った場

合には、乙の責任において処理するものとする。 

第１８条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に

基づき、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として、甲の指定 する期

間内に支払わなければならない。 

一 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律 

第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第１９条の規定に違反

し、又は、乙が構成員である事業者団体が、同法第８条第１号の規定に違反

した ことにより、公正取引委員会が、乙又は乙が構成員である事業者団体

に 対して、同法第４９条に規定する排除措置命令又は、同法第６２条第１

項に規定 する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が、

同法第１９条の規定に違反した場合であって、当該違反行為が、同法第２条

第９項の規定に基づく、不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示

第１５号）第６項に規定する不当廉売の場合など、甲に金銭的損害が生じな

い行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限り

でない 

  二 公正取引委員会が、乙に対して、独占禁止法第７条の４第７項又は第７条

の７第３項の規定により、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき 

三 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。）が、刑法（明治

４０年法律第４５号）第９６条の６又は、独占禁止法第８９条第１項若しく

は第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき 

 ２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が、違約金の額を超過する場合に

おいて、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 ３ 乙は、この契約に関して、第１項のいずれかに該当することとなった場合に

は、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

第１９条 甲は、乙が、次の各号の一に該当する場合には、何等の催告無しに本契

約を解除することができるものとする。 

一  本契約に違反したとき。 

二  乙が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。 

三  乙の故意又は重大な過失により、業務の実施が不能又は著しく遅延する

おそれがあるとき。 

  四 乙が、この契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。 

  五 監督官庁より、営業停止又は営業免許若しくは、営業登録の取消処分を受



けたとき。 

  六 仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売、滞納処分等の申し立てを受けた

とき。 

  七 前条第一項の各号に該当するとき。 

 ２ 乙は、前項第一号及び二号に該当した場合において、甲が契約を解除したと

きは、甲の請求に基づき、代金額の１０分の１に相当する額を賠償金として 

甲に支払うものとする。 

第２０条 天災、感染症の流行のおそれ、その他当事者の責によらない事由により、

本契約の目的を達することが不可能となった場合には、甲及び乙は、相手方に 

書面で通知することにより、本契約を終了させることができるものとする。 

第２１条 契約保証金は免除する。 

第２２条 甲は、本業務の納入物に、種類、品質又は数量に関して、契約の内容に

適合しないもの（以下、「契約不適合」という。）があるときは、納入から１年以

内に乙に通知するものとし、乙は、納入物の修補、代替物の引き渡し又は不足分

の引き渡しにより、履行の追完を行うものとする。 

第２３条 この契約に定めるもののほか、必要な細目は、文部科学省発注工事請負

等契約規則（平成１３年文部科学省訓令第２２号）別記第二号を準用する。 

第２４条 本契約は、本契約締結日に発効し、本契約に基づく秘密情報等について

の乙の義務は、本件業務が完了した後も、依然として有効に存続するものとする。 

第２５条 この契約について、甲・乙間に紛争が生じた場合は、双方協議のうえ、

これを解決するものとする。 

第２６条 この契約について変更の必要が生じた場合は、双方の合意のうえ、これ

を変更することができるものとする。 

第２７条 この契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする地方裁判

所とする。 

第２８条 この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、

甲・乙協議のうえ、これを定めるものとする。 

  



 

 

上記契約の成立を証するため、本契約書を２通作成し、甲・乙は記名、押印のう

え、双方で各１通を保有するものとする。 

 

 

 

令和５年１０月  日 

 

    甲：東京都国立市中二丁目１番地 

      国立大学法人一橋大学 

 

学長  中 野   聡 

 

 

    乙：  

 

 

 


